
R8.4.1～

【部数】２部（正本１部、副本１部）　※副本はコピー可

法人 個人

○ ○ 1 □免許申請書（第一面）【商号・代表者等】

○ × 2 □免許申請書（第二面）【役員】

取締役等の役員（監査役除く）をNo.12「宅地建物取引業に従事する者の名簿」に記載しない場合:
　（以下のいずれかの書類を添付）

　ａ　□宅建業に従事しない役員である旨の証明書　※兼業がある役員で、宅建業務に従事しない場合

　ｂ　□非常勤の役員である旨の証明書

○ ○ 4 □免許申請書（第三面）【事務所・政令使用人・専任の宅地建物取引士】

△ △ 5 □免許申請書（第四面）【専任の宅地建物取引士】  ※第三面に書ききれない場合のみ

□免許申請書（第五面）【手数料】　窓口申請：33,000円　電子申請：26,500円

※ネット決済、住宅課窓口でのキャッシュレス決済、現金集中窓口で納付済証の購入のいずれかを選択

○ ○ 7 □宅地建物取引業経歴書（添付書類１）（第一面）　※事業の沿革欄に「新規」と記入

○ ○ 8 □宅地建物取引業経歴書（添付書類１）（第二面）　※記入不要

○ ○ 9 □誓約書（添付書類２）

○ × 10
□相談役および顧問（添付書類６）（第一面）
　※該当する者がいない場合は余白に「該当無し」と記入

○ × 11 □100分の５以上の株主または出資者（添付書類６）（第二面）

○ ○ 12 □宅地建物取引業に従事する者の名簿（添付書類10）

○ ○ 13 □専任の宅地建物取引士設置証明書（添付書類４）

専任の宅地建物取引士の有効な「取引士証」の写し

　※取引士証の裏面に、住所変更の記録がある場合は裏面の写しも添付

専任の宅地建物取引士が専任であることを証する書面
※原則ａ～ｃのいずれかの書類を提出することとし、ない場合のみｄを提出。

※専任の取引士が代表者を兼ねる場合、代表者分は省略可

　ａ　健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書または健康保険・厚生
　　　年金保険被保険者標準報酬決定通知書（写し）

　ｂ　雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（写し）

　ｃ　□専任宅地建物取引士勤務内容報告書　と　□出向（派遣）の事実が確認できる書類（出向
　　　　（派遣）の契約書や辞令、出向（派遣）者の賃金の負担関係を示す書類等）

　ｄ　□専任宅地建物取引士勤務内容報告書　と　□誓約書（専任の宅地建物取引士）

《注意》専任の宅地建物取引士の住所地（住民票記載）が勤務地と相当以上離れている場合は、遠距離通勤
もしくは住所地以外の居所の状況等が確認できる書類を追加で求めることがあります。

◇身分証明書（代表者・役員・政令使用人・相談役・顧問の分を提出）

　※本籍地市区町村で発行される

　※禁治産又は準禁治産の宣告の通知、破産宣告の通知を受けていないことの証明が必要

　※外国籍の方は住民票抄本（国籍および在留情報の記載のあるもの）を提出

◇登記されていないことの証明書（代表者・役員・政令使用人・相談役・顧問の分を提出）

　※滋賀県内では大津地方法務局で発行される

　※成年被後見人、被保佐人とする記録がないことの証明が必要

《注意》成年被後見人等に該当するため証明書が添付できない場合は、県住宅課までご相談下さい。

○ ○ 18 □事務所を使用する権原に関する書面（添付書類７）

事務所の使用権原に関する書類（以下のいずれかの書類を添付）

　ａ．申請者の自己所有建物である場合：
　　◇建物登記簿謄本の写し（登記情報提供サービスの印刷も可）、固定資産評価証明書の写し、
　　　固定資産課税通知書の写し、その他所有の事実を確認できる書類の写し

　ｂ．事務所を賃貸借・使用承諾等で使用している場合：
　　○建物賃貸借契約書・使用承諾書等の写し

宅地建物取引業免許（新規）申請に必要な書類

No.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　必　要　書　類
※各書面の頭の符号
　　□　所定の様式の用紙（県庁ホームページに掲載、県住宅課に用紙有り）
　　◇　官公庁の証明（発行日から３か月以内のものに限る）

書類の要否

○ ○ 17

○ ○

3△ ×

14○ ○

○○ 6

○

16

○ ○ 19

15○

1 / 2 ページ



法人 個人
No.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　必　要　書　類
※各書面の頭の符号
　　□　所定の様式の用紙（県庁ホームページに掲載、県住宅課に用紙有り）
　　◇　官公庁の証明（発行日から３か月以内のものに限る）

書類の要否

○ ○ 20 事務所付近の地図（住宅地図写し可）

○ ○ 21 事務所平面図（略図可）※事務所内の事務机等の設置状況を明示し、写真撮影方向を記載したもの

事務所の写真

【外部】建物の全景、事務所の入り口状況がわかるもの

【内部】室内全体を見渡したもの・事務スペース・応接スペース
　　　　※業者票、報酬額表の写真は不要。

□略歴書（代表者・役員・政令使用人・相談役・顧問）

□略歴書（専任の宅地建物取引士）

  ※最終学歴終了後、現在に至るまでの就職（就任）先名および勤務内容、役名を記入したもの

《注意》専任の宅地建物取引士については、直前の勤務先（宅建業に限らない）の退職証明書、
　または離職を証する書面の添付を求めることがあります。

〇 〇 24 □代表者等の連絡先に関する調書（添付書類９）

貸借対照表および損益計算書

　※直近１年分（法人税の納税証明書（その１）の期間と合わせる）
　※新設法人の場合で第１期の決算期が未到来の場合は、添付不要

□資産の状況を示す書面（添付書類５）

　※資産とは宅建業に関する資産に限らず、他の事業の用に供している資産および私生活用の
　　資産も含む。

◇法人税の納税証明書（その１）　※直近１年分（その３様式は不可）

　※納税地の所管税務署にて交付される（電子納税証明書を印刷したものも可）
　※新設法人の場合で第１期の決算期が未到来の場合は、添付不要

◇所得税の納税証明書（その１）　※直近１年分

　※納税地の所管税務署にて交付される（電子納税証明書を印刷したものも可）
　※直前の勤務場所で源泉徴収されている人は源泉徴収票１年分の添付でも可

△ △ 27
法人税または所得税に未納がある場合：
納付済みの場合：　納付したことがわかる証明書類の写し
すぐに納付できない場合：　今後の納付計画を記載した書面（任意様式）

新設法人の場合で第１期の決算期が未到来の場合: （№26・27の証明書に代えて添付）

□開始貸借対照表　および　□納税証明が添付できない理由書

○ ×
◇商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書）
　※組合の場合、登記に載っていない役員は、議事録。

× ○ ◇住民票記載事項証明書または住民票抄本

顔写真（代表者・役員・政令使用人・専任の宅地建物取引士・相談役・顧問・従業者）

　※申請前６か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身のカラー写真、サイズ3.0㎝×2.4㎝

○ ○ 31 □事務所調査申出書・依頼書・報告書（３枚１組）

△ × 32
代表者が複数の会社の代表者を兼ねる場合：
□代表権行使に支障のない誓約書

△ △ 33
代表者、法人の役員・相談役・顧問が未成年の場合：
□営業に関する法定代理人の許可証　および　◇戸籍謄本（法定代理人との関係が分かるもの）

△ △ 34
代表者、法人の役員、政令使用人、専任の宅地建物取引士で旧姓併記で申請する者がいる場合：
◇住民票抄本（該当者の分）　※旧姓が記載されていること

※必要に応じ、上記以外の書類を求めることがあります。

〇　必要
△　要件に該当すれば必要
×　不要
●　必要（要件に該当すれば、別の書類に代えて提出可）

×

25

○ ○ 22

○

○

▲　要件に該当すれば、（別の書類に代えて）当書類を提出

23

● ×

× ○

26

×●

○

▲ × 28

29

○ ○ 30

【県庁窓口・提出先】
〒５２０－８５７７

滋賀県大津市京町四丁目１番１号

滋賀県交通まちづくり部住宅課管理係（新館６階）

０７７－５２８－４２３１

営業時間

平日９時～１２時および１３時～１６時３０分

（閉庁日土日祝および年末年始を除く。）

※提出日時について事前にご予約ください。
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